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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第77期
第３四半期
累計期間

第78期
第３四半期
累計期間

第77期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 5,644,211 11,071,008 9,132,289

経常利益（千円） 174,325 1,126,006 470,346

四半期（当期）純利益（千円） 67,479 612,406 235,344

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 1,003,125 1,003,125 1,003,125

発行済株式総数（千株） 10,821.7 10,821.7 10,821.7

純資産額（千円） 8,082,117 8,867,537 8,249,432

総資産額（千円） 13,942,448 16,577,466 14,392,386

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
6.37 57.79 22.20

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 2.50 4.00 7.50

自己資本比率（％） 58.0 53.5 57.3

　

回次
第77期
第３四半期
会計期間

第78期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 7.16 20.75

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載していません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してい

ません。

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

EDINET提出書類

井上金属工業株式会社(E01628)

四半期報告書

 2/13



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものです。

(1）業績の概況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後、サプライチェーンの復旧により生産活動の持ち直

しの兆しが見えはじめました。しかし、欧州における債務問題およびそれらに起因する海外の景気減速、また円高の

定着による輸出環境の悪化などで依然として先行き不透明な状況が続いています。

　このような環境下、当社は需要が拡大しているスマートフォンやタブレット端末をはじめとする高機能携帯端末

機器用フイルム業界、およびフイルム製膜などの化工機器業界での好調な売上とリチウムイオン二次電池業界にお

いても堅調な売上となりましたが、液晶テレビ用フイルム業界では、液晶テレビの供給過剰による価格下落により

新たな設備投資が抑制される傾向が見られました。

　当第３四半期累計期間の売上高は、110億71百万円(前年同期比96.1％増)となりました。売上高が増加した要因と

して、薄型表示部品関連機器が前年同期比22億２百万円増、機能性紙・フイルム関連塗工機器が前年同期比24億68

百万円増が挙げられます。最終製品別売上構成比率は、薄型表示部品関連機器が35.5％(前年同期は30.6％)、機能性

紙・フイルム関連塗工機器が30.6％(前年同期は16.3％)、化工機器が11.7％(前年同期は1.0％)となりました。売上

高に占める輸出の割合は、28.2％(前年同期は37.3％)となりました。売上総利益は、16億９百万円(前年同期比

163.0％増)、売上総利益率は、14.5％(前年同期は10.8％)となりました。これは主に全社的に原価低減に取り組んだ

ことによるものです。販売費及び一般管理費は、５億７百万円(前年同期12.7％増)となりました。営業利益は、11億

２百万円(前年同期比582.0％増)、経常利益は、11億26百万円(前年同期比545.9％増)となりました。特別損失として

投資有価証券評価損を30百万円計上した結果、四半期純利益が６億12百万円(前年同期比807.5％増)となりました。

　受注高は、115億18百万円(前年同期比6.4％減)、その内輸出受注高は42億38百万円(前年同期比21.7％減)となりま

した。受注残高は82億67百万円(前年同期比3.9％減)、その内輸出受注残高は34億22百万円(前年同期比11.2％減)と

なりました。

　個別の受注金額については、中国市場を最終需要先とした国内企業をはじめ、韓国、中国、台湾の企業でも大変厳し

いものとなっています。また現在の大幅な円高の状況は、今後の受注や収益にも大きく影響してくるものと考えて

おります。品目別内訳は、スマートフォンなどの高機能携帯端末など薄型表示部品用の光学フイルム塗工装置、太陽

光パネルや二次電池用などのエネルギー関連部材用塗工装置ならびにタッチパネル用ハードコートフイルム等の

塗工装置が大半を占めております。

　なお、上記の金額には、消費税等は含まれていません。また、当社は単一セグメントのため、セグメントごとの業績

等は記載していません。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

　当第３四半期累計期間の研究開発活動に要した費用は、総額65百万円となりました。

　なお、当第３四半期累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。また、当社は単一セグメン

トのため、セグメントごとの研究開発活動については記載していません。

(4）財政状態の分析

　総資産は、165億77百万円(前期末比15.2％増)となりました。これは主に現金及び預金と売上債権の増加によるも

のです。負債は、77億９百万円（前期末比25.5％増）となりました。これは主に仕入債務および借入金の増加による

ものです。純資産は、88億67百万円(前期末比7.5％増)となり、自己資本比率は、53.5％(前期末は57.3％)となりまし

た。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,821,720 10,821,720
大阪証券取引所

市場第２部

単元株式数

1,000株

計 10,821,720 10,821,720 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項ありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 10,821,720 － 1,003,125 － 515,858

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

EDINET提出書類

井上金属工業株式会社(E01628)

四半期報告書

 4/13



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 224,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,550,000 10,550 －

単元未満株式 普通株式 47,720 － －

発行済株式総数 10,821,720 － －

総株主の議決権 － 10,550 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含まれて

います。なお、この株式は名義書換失念株式となっています。

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

井上金属工業株式

会社

大阪市中央区久太

郎町二丁目５番28

号

224,000 － 224,000 2.07

計 － 224,000 － 224,000     2.07

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平成23年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、暁監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

EDINET提出書類

井上金属工業株式会社(E01628)

四半期報告書

 6/13



１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,871,611 5,254,477

受取手形及び売掛金 5,518,535 6,421,428

仕掛品 222,894 219,189

原材料及び貯蔵品 42,046 45,963

その他 193,805 196,661

流動資産合計 9,848,893 12,137,721

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 984,950 951,537

機械及び装置（純額） 379,662 345,391

土地 1,836,867 1,836,867

その他（純額） 134,045 112,662

有形固定資産合計 3,335,526 3,246,459

無形固定資産 37,464 27,836

投資その他の資産

投資有価証券 703,227 716,218

その他 469,574 451,531

貸倒引当金 △2,300 △2,300

投資その他の資産合計 1,170,501 1,165,450

固定資産合計 4,543,493 4,439,745

資産合計 14,392,386 16,577,466

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,707,617 4,775,451

短期借入金 531,832 583,770

未払法人税等 32,394 444,098

前受金 458,865 186,608

引当金 77,568 62,372

その他 128,316 190,199

流動負債合計 4,936,594 6,242,500

固定負債

長期借入金 59,045 374,745

退職給付引当金 480,666 505,705

資産除去債務 8,898 8,898

その他 657,750 578,079

固定負債合計 1,206,359 1,467,428

負債合計 6,142,953 7,709,928
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金 515,858 515,858

利益剰余金 5,883,584 6,400,607

自己株式 △108,082 △108,233

株主資本合計 7,294,485 7,811,357

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,344 31,906

土地再評価差額金 944,602 1,024,273

評価・換算差額等合計 954,946 1,056,180

純資産合計 8,249,432 8,867,537

負債純資産合計 14,392,386 16,577,466
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 5,644,211 11,071,008

売上原価 5,032,077 9,461,117

売上総利益 612,134 1,609,890

販売費及び一般管理費 450,541 507,775

営業利益 161,592 1,102,115

営業外収益

受取利息 2,467 2,062

受取配当金 15,586 16,369

仕入割引 1,034 7,318

その他 4,359 7,749

営業外収益合計 23,447 33,499

営業外費用

支払利息 7,304 7,682

その他 3,409 1,926

営業外費用合計 10,713 9,608

経常利益 174,325 1,126,006

特別利益

退職給付制度改定益 73,476 －

特別利益合計 73,476 －

特別損失

投資有価証券評価損 85,738 30,012

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,998 －

特別損失合計 108,736 30,012

税引前四半期純利益 139,066 1,095,993

法人税等 71,587 483,587

四半期純利益 67,479 612,406
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しています。 

　

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復

興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の見積実効税率は従来の40.9％から43.8％となります。この税率変更により、未払法人税等

は31,783千円増加し、法人税等は同額増加しています。

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・

フロー計算書は作成していません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償

却費を含む。）は、次のとおりです。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 138,401千円 123,668千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 52,999 5 平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

平成22年11月８日

取締役会　
普通株式 26,497 2.50平成22年９月30日平成22年12月10日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 52,990 5 平成23年３月31日平成23年６月29日利益剰余金

平成23年11月11日

取締役会
普通株式 42,392 4 平成23年９月30日平成23年12月９日利益剰余金
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（持分法損益等）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成23年４

月１日　至平成23年12月31日） 

当社は、機械器具製造業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6円37銭 57円79銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 67,479 612,406

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 67,479 612,406

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,599 10,597

　（注）　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成23年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………42,392千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月９日

（注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っています。 　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月13日

井上金属工業株式会社

取締役会　御中

暁監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 沖　祐治　　印

 業務執行社員  公認会計士 津田穂積　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている井上金属工業株式

会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第78期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。 

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、井上金属工業株式会社の平成23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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